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（
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本
稿
の
目
的
は
、
江
戸
幕
府
側
用
人
の
形
成
過
程
を
解
明
す
る
た
め
の
一
環

と
し
て
、
①
先
行
研
究
の
指
摘
し
た
側
用
人
就
任
者
の
就
任
日
に
該
当
す
る
日
の

「
江
戸
幕
府
日
記
」
に
お
け
る
記
事
を
再
解
釈
し
た
上
で
、
②
「
御
側
御
用
人
」

と
い
う
呼
称
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

江
戸
幕
府
側
用
人
に
関
す
る
研
究
は
、
松
平
太
郎
氏
に
よ
っ
て
は
じ
め
ら
れ

た

1

。
松
平
氏
は
、『
徳
川
実
紀
』
な
ど
の
二
次
史
料
を
分
析
し
、
側
用
人
の
起
源

を
牧
野
備
後
守
成
貞
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
後
の
研
究
は
松
平
太
郎
氏
の
見
解
を

前
提
に
進
め
ら
れ
て
き
た
。
側
用
人
就
任
者
に
関
す
る
研
究
は
、
間
宮
暁
氏

2

、
長

谷
川
裕
子
氏

3

、
美
和
信
夫
氏

4

、
福
留
真
紀
氏

5

の
研
究
が
あ
る
。
こ
の
中
で
、
福

留
氏
の
研
究
は
、
一
次
史
料
に
基
づ
い
て
見
解
を
導
き
出
し
て
い
る
こ
と
、「
江

戸
幕
府
日
記
」
に
お
け
る
「
御
側
御
用
人
」
と
い
う
文
言
の
初
出
が
宝
暦
六
年

（
一
七
五
六
）
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
よ
り
前
の
側

用
人
を
「
将
軍
側
近
」
と
呼
称
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
し
か
し
、
福
留

氏
の
見
解
に
も
ま
だ
不
十
分
な
点
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、「
江
戸
幕
府
日
記
」
に
お
け
る
記
事
を
再
解
釈
し
、
福
留

氏
の
見
解
を
見
直
し
た
上
で
、「
御
側
御
用
人
」
と
い
う
呼
称
に
つ
い
て
も
考
察

し
て
み
た
い
。

一　

 「
江
戸
幕
府
日
記
」
に
お
け
る
就
任
記
事
の
再
解
釈

本
章
で
は
、
研
究
史
上
、
側
用
人
就
任
者
の
就
任
日
と
さ
れ
た
日
の
記
事
を

「
江
戸
幕
府
日
記
」
か
ら
抽
出
し
、
該
当
記
事
の
再
解
釈
を
行
い
た
い
。
な
お
、

本
稿
で
使
用
す
る
「
江
戸
幕
府
日
記
」
は
、
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
「
御
日
記
」

（
以
下
、「
御
日
記
」）
で
あ
る
。

福
留
真
紀
氏
は
、「
江
戸
幕
府
日
記
」
類

6

に
お
け
る
就
任
記
事
を
検
討
し
、【
表

１
】
の
【
№
１
】
牧
野
成
貞
〜
【
№
11
】
松
平
輝
貞
ま
で
の
人
物
は
、
牧
野
備

後
守
成
貞
と
牧
野
の
見
習
い
集
団
で
あ
り
、「
役
職
と
し
て
の
側
用
人
で
は
な
い
」

が
、「
側
用
人
と
し
て
一
括
さ
れ
る
集
団
」
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る

7

。
こ
れ
に

対
し
、
筆
者
は
、
す
で
に
拙
稿
「
近
世
前
期
江
戸
幕
府
側
衆
の
再
検
討―

『
江
戸

幕
府
日
記
』
に
お
け
る
就
任
記
事
の
分
析
を
中
心
に―

」（『
早
稲
田
大
学
教
育
学

研
究
科
紀
要
』
別
冊
十
九
号―

二
、二
〇
一
二
年
。）
に
お
い
て
、
研
究
史
上
、
側

早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要　

別
冊　

20
号―

2　

二
○
一
三
年
三
月

江
戸
幕
府
側
用
人
形
成
過
程
の
一
考
察

小　

林　

夕
里
子
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衆
か
ら
側
用
人
に
就
任
し
た
と
さ
れ
た
人
物
の
み
の
就
任
日
の
記
事
を
「
御
日

記
」
か
ら
抽
出
し
、
福
留
氏
の
見
解
の
再
検
討
を
行
い
、【
№
１
】
牧
野
成
貞
〜

【
№
11
】
松
平
輝
貞
ま
で
の
人
物
は
、
そ
も
そ
も
一
括
さ
れ
た
集
団
で
も
な
く
、

こ
れ
ら
の
人
物
は
側
用
人
で
は
な
く
、
当
該
期
に
お
い
て
、
側
用
人
と
い
う
役
職

は
存
在
し
て
い
な
い
と
の
見
解
を
示
し
た
。
福
留
氏
は
外
に
次
の
①
・
②
の
見
解

を
示
し
て
い
る
。﹇
福
留
氏
の
見
解
①
﹈【
№
１
】
牧
野
成
貞
〜
【
№
11
】
松
平
輝

貞
ま
で
の
一
括
さ
れ
る
人
物
が
牧
野
の
見
習
い
集
団
で
あ
る
こ
と
、﹇
福
留
氏
の

見
解
②
﹈【
№
14
】
間
部
詮
房
、【
№
15
】
戸
田
忠
利
を
側
用
人
で
あ
る
と
し
、
就

任
期
間
を
確
定
し
て
い
る
こ
と
。　
　

本
章
で
は
、
前
掲
拙
稿
で
は
扱
う
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
人
物
を
含
め
た
「
御

日
記
」
に
お
け
る
就
任
日
と
さ
れ
る
記
事
を
再
解
釈
し
、
福
留
氏
の
見
解
①
・
②

に
関
し
て
も
再
検
討
し
て
み
た
い
。

１
、 

牧
野
備
後
守
成
貞
に
関
係
す
る
人
物
。【
№
１
】
牧
野
成
貞
は
、「
被
任
四

品　

牧
野
備
後
守
」
と
あ
り
位
階
が
昇
進
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。【
№
２
】

喜
多
見
若
狭
守
は
、「
喜
多
見
若
狭
守
事
、
牧
野
備
後
守
相
勤
候
儀
、
見
習

可
申
旨
被　

仰
付
之
、」
と
あ
り
、
牧
野
の
勤
め
の
見
習
い
を
す
る
よ
う
に

命
じ
ら
れ
て
い
る
。

２
、 

喜
多
見
若
狭
守
重
政
に
関
係
す
る
人
物
。
喜
多
見
は
、
は
じ
め
牧
野
の
勤
め

の
見
習
い
と
さ
れ
た
が
、【
№
６
】
柳
沢
出
羽
守
吉
保
は
、「
柳
沢
出
羽
守
事
、

新
規
壱
万
石
御
加
増
御
腰
物
青
江
次
吉
代
金
拾
五
枚
、
被
下
之
、
喜
多
見
若

狭
守
列
被　

仰
付
、」
と
あ
り
、「
喜
多
見
若
狭
守
列
」
に
命
じ
ら
れ
、
喜
多

見
と
同
格
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
柳
沢
と
同
日
に
【
№
７
】
南
部
遠
江
守

直
政
も
、「
南
部
遠
江
守
事
、
御
腰
物
包
利
代
金
五
枚
被
下
之
、
喜
多
見
若

狭
守
列
被　

仰
付
、」
と
あ
り
、「
喜
多
見
若
狭
守
列
」
に
命
じ
ら
れ
、
喜
多

見
と
同
格
に
な
っ
て
い
る
。

３
、 

松
平
伊
賀
守
忠
易
に
関
係
す
る
人
物
。【
№
３
】
松
平
伊
賀
守
忠
易
は
、「
松

平
伊
賀
守
事
、
若
年
寄
被
召
上
御
側
江
相
詰
可
申
趣
被
仰
渡
候
、」
と
あ
り
、

将
軍
の
「
御
側
」
に
詰
め
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
。【
№
４
】
太
田
摂

津
守
資
直
は
、「
於　

御
座
之
間
、
太
田
摂
津
守
事
、
松
平
伊
賀
守
並
ニ
可

相
勤
旨
被　

仰
付
之
、」
と
あ
り
、「
松
平
伊
賀
守
並
」
に
勤
め
よ
う
に
命
じ

ら
れ
て
い
る
。

４
、 

牧
野
伊
予
守
忠
広
。【
№
５
】
牧
野
伊
予
守
忠
広
は
、「
御
近
習
御
奉
公
牧
野

伊
予
守
被　

仰
付
之
、」
と
あ
り
、「
御
近
習
御
奉
公
」
に
命
じ
ら
れ
た
。
な

お
、「
御
近
習
之
御
奉
公
」
と
は
、
研
究
史
上
、「
御
側
衆
」
に
分
類
さ
れ
る

人
物
に
も
使
用
さ
れ
る
呼
称
で
あ
る
。

５
、 

柳
沢
出
羽
守
吉
保
に
関
係
す
る
人
物
。
柳
沢
は
、
は
じ
め
「
喜
多
見
若
狭
守

列
」
に
命
じ
ら
れ
た
。【
№
８
】
金
森
出
雲
守
頼
時
は
、「
柳
沢
出
羽
守
同
様

相
勤
候
様　

金
森
出
雲
守
」
と
あ
り
、「
柳
沢
出
羽
守
同
様
」
に
勤
め
る
よ

う
に
命
じ
ら
れ
た
。【
№
11
】
松
平
右
京
亮
（
右
京
大
輔
）
輝
貞
「
松
平
右

京
亮
事
、
壱
万
石
御
加
増
被
下
之
、
柳
沢
出
羽
守
列
ニ
被
仰
付
之
、」
と
あ

り
、「
柳
沢
出
羽
守
列
」
に
命
じ
ら
れ
た
。

６
、 
金
森
出
雲
守
頼
時
に
関
係
す
る
人
物
。
金
森
は
、
は
じ
め
「
柳
沢
出
羽
守
同

様
」
に
勤
め
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
。【
№
９
】
相
馬
弾
正
少
弼
昌
胤
は
、

「
相
馬
弾
正
少
弼
事
、
金
森
出
雲
守
列
御
側
御
奉
公
被　

仰
付
之
、」
と
あ
り
、
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「
金
森
出
雲
守
列
」
の
「
御
側
御
奉
公
」
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。【
№
10
】
畠

山
民
部
大
輔
基
玄
は
、「
奥
御
詰
衆
金
森
出
雲
守
並
畠
山
民
部
大
輔
被　

仰

付
之
、」
と
あ
り
、「
奥
御
詰
衆
」
の
「
金
森
出
雲
守
並
」
に
命
じ
ら
れ
て

い
る
。【
№
12
】
松
平
紀
伊
守
忠
位
は
、「
金
森
出
雲
守
如
時
御
近
習
ニ
可

被　

召
仕
旨
、
松
平
紀
伊
守
、」
と
あ
り
、
金
森
の
よ
う
に
「
御
近
習
」
を

す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
。

７
、 

松
平
右
京
太
輔
輝
貞
に
関
係
す
る
人
物
。
松
平
は
は
じ
め
「
柳
沢
出
羽
守
列
」

に
命
じ
ら
れ
、
柳
沢
と
同
格
に
な
っ
て
い
る
。【
№
15
】
松
平
伊
賀
守
忠
易

は
、「
松
平
右
京
大
輔
同
役
被　

仰
付
、　

松
平
伊
賀
守
」
と
あ
り
、
松
平
右

京
大
輔
と
同
役
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

８
、 

間
部
越
前
守
詮
房
に
関
係
す
る
人
物
。
福
留
氏
は
、
間
部
詮
房
に
関
し
て

は
、
職
務
内
容
も
検
討
し
、
萩
原
勝
氏

8

、
美
和
信
夫
氏

9

と
は
異
な
る
見
解
を

示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
間
部
に
関
し
て
は
、
萩
原
氏
、
美
和
氏
の
見
解
も

検
証
し
て
み
た
い
。【
表
１
】
に
よ
れ
ば
、【
№
13
】
間
部
越
前
守
詮
房
は
、

「
於　

御
前
西
丸
御
側
衆
間
部
越
前
守
江
御
加
増
ニ
而
都
合
壱
万
石
ニ
被
成

下
、
若
年
寄
次
に
被
仰
付
、」（
福
留
説
）、「
四
品　

間
部
越
前
守
」（
美
和

説
）、「
壱
万
石
御
加
増
侍
従
被　

仰
付　

間
部
越
前
守
」（
萩
原
説
）
と
記

述
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
、「
西
丸
側
衆
」
の
間
部
に
格
式
の

変
更
が
あ
り
、「
若
年
寄
之
次
」
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、「
四
品
」
に

な
り
位
階
が
変
更
し
て
い
る
こ
と
、「
侍
従
」
に
な
り
官
職
の
変
更
が
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
る
。【
№
16
】
本
多
中
務
大
輔
は
、「
本
多
中
務
大

輔　

叙
従
四
位
下
間
部
越
前
守
格
御
用
見
習
可
相
勤
之
旨
被　

仰
付
之
、」

と
あ
り
、「
従
四
位
下
間
部
越
前
守
格
」
の
「
御
用
」
を
見
習
う
よ
う
に
命

じ
ら
れ
た
。

９
、 

戸
田
大
炊
頭
忠
利
。【
№
14
】
戸
田
は
、
御
側
衆
の
ま
ま
格
式
の
変
更
が
あ
っ

た
だ
け
で
あ
る

0

。

10
、 

松
平
右
京
大
輔
輝
貞
（
二
回
目
）。【
№
17
】
松
平
輝
貞
は
、「
松
平
右
京
大

輔
事
、
御
門
之
惣
下
座
之
旨
被
仰
渡
之
、」
と
あ
り
、「
御
門
之
惣
下
座
」
を

命
じ
ら
れ
、
老
中
と
同
じ
格
式
に
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。

11
、 

石
川
近
江
守
総
茂
。【
№
18
】
石
川
は
、「
大
納
言
様
御
側
御
用
可
相
達

旨　

石
川
近
江
守　

右
四
品
被　

仰
付
之
、」
と
あ
り
、「
大
納
言
様
御
側
御

用
」
を
通
達
す
る
役
目
を
命
じ
ら
れ
、
四
品
に
昇
進
し
て
い
る
。

以
上
の
検
討
結
果
か
ら
以
下
の
見
解
を
示
し
た
い
。

﹇
福
留
氏
の
見
解
①
﹈【
№
１
】
牧
野
成
貞
〜
【
№
11
】
松
平
輝
貞
ま
で
の
人
物

は
、
牧
野
の
見
習
い
集
団
と
い
う
見
解
は
成
り
立
た
な
い
。
た
と
え
ば
、
喜
多
見

は
牧
野
の
見
習
い
を
命
じ
ら
れ
、
柳
沢
は
、「
喜
多
見
若
狭
守
列
」
に
命
じ
ら
れ

る
が
、
柳
沢
は
あ
く
ま
で
も
「
喜
多
見
若
狭
守
列
」
で
あ
り
、
喜
多
見
と
同
格
な

の
で
あ
っ
て
、
牧
野
の
見
習
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
。【
№
５
】
牧
野
伊
予
守
忠

広
は
、「
御
近
習
之
御
奉
公
」
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
牧
野
の
見
習
い
で
あ
る
と
は

い
え
な
い
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、「
御
近
習
之
御
奉
公
」
と
い
う
文
言
は
、
研

究
史
上
、
御
側
衆
に
分
類
さ
れ
る
人
物
に
も
使
用
さ
れ
る
呼
称
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。﹇

福
留
氏
の
見
解
②
﹈【
№
14
】
間
部
詮
房
、【
№
15
】
戸
田
忠
利
を
側
用
人
と

す
る
見
解
は
成
り
立
た
な
い
。
間
部
は
、「
若
年
寄
次
」
に
命
じ
ら
れ
た
の
み
で
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あ
り
、
戸
田
は
、「
御
側
衆
」
の
ま
ま
格
式
の
変
更
が
あ
っ
た
の
み
で
あ
る
。

二　
「
御
側
御
用
人
」
と
い
う
呼
称
に
つ
い
て

前
章
で
は
、「
御
日
記
」
に
お
け
る
就
任
記
事
を
分
析
し
、
就
任
時
に
「
御
側

御
用
人
」
と
い
う
呼
称
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
、
該
当
す

る
人
物
は
、
牧
野
成
貞
の
見
習
い
集
団
で
も
な
く
、
そ
も
そ
も
一
括
さ
れ
た
集
団

で
も
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。　

そ
れ
で
は
、
近
世
後
期
に
な
り
、
こ
れ
ら
の
人
物
が
「
御
側
御
用
人
」
と
い
う

役
職
と
し
て
ひ
と
く
く
り
に
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う

か
。
本
章
で
は
、
こ
の
点
を
解
明
す
る
た
め
に
も
「
御
側
御
用
人
」
と
い
う
呼
称

を
考
察
し
て
み
た
い
。

管
見
に
よ
れ
ば
、「
御
側
御
用
人
」
と
い
う
呼
称
は
、
幕
府
の
外
か
ら
出
て
き

た
呼
称
で
あ
る
。『
武
鑑
』
を
例
に
幕
府
外
で
の
呼
称
の
変
遷
を
み
て
み
た
い
。

【
表
２
】
は
『
武
鑑
』
に
お
け
る
呼
称
の
変
遷
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

『
武
鑑
』
に
お
け
る
呼
称
の
変
遷
に
つ
い
て
牧
野
備
後
守
成
貞
を
例
に
み
て
み

よ
う
。
幕
府
に
入
っ
た
年
に
は
、「
御
奏
者
衆
」（
延
宝
八
年
）
で
あ
り
、
四
品
に

な
っ
た
年
は
、「
老
中
並
」（
延
宝
九
年
、
天
和
元
年
）
で
あ
り
、
そ
の
後
は
、「
御

側
衆
」（
天
和
元
年
〜
貞
享
元
年
）
が
続
き
、「
御
用
人
衆
」（
貞
享
元
年
）、「
御

側
衆
」（
貞
享
二
年
）、「
御
用
人
衆
」（
貞
享
三
年
）
と
続
く
。『
武
鑑
』
に
お
い

て
「
御
側
御
用
人
」
と
い
う
呼
称
が
定
着
し
は
じ
め
る
の
は
、
貞
享
四
年
か
ら
で

あ
る
。「
御
側
衆
」、「
御
用
人
衆
」
か
ら
「
御
側
御
用
人
」
に
転
じ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

【
表
１
】
の
人
物
と
の
対
応
関
係
を
確
認
し
て
み
る
と
、【
表
１
】
に
は
あ
が
っ

て
い
な
人
物
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
、【
表
１
】
に
あ
が
っ
て
い
て
も
『
武
鑑
』

の
「
御
側
御
用
人
」
の
項
目
に
は
記
載
さ
れ
な
い
人
物
が
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。　

例
え
ば
、
貞
享
四
年
〜
貞
享
五
年
の
「
御
側
御
用
人
」
の
項
目
に
は
、
天
和
三

年
七
月
六
日
「
御
側
衆
板
倉
市
正
跡
」（「
御
日
記
」
同
日
条
）
に
命
じ
ら
れ
た
、

大
久
保
佐
渡
守
忠
高
も
記
さ
れ
て
い
る
。【
表
１
】
に
は
あ
が
っ
て
い
る
【
№
８
】

金
森
出
雲
守
頼
時
【
№
９
】
相
馬
弾
正
少
弼
昌
胤
は
、『
武
鑑
』
上
、「
御
側
御
用

人
」
と
い
う
項
目
に
記
載
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
な
い
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
呼
称
は
、
ど
の
程
度
定
着
し
た
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

相
馬
弾
正
少
弼
昌
胤
の
藩
政
文
書
か
ら
確
認
し
て
み
よ
う
。
相
馬
昌
胤
は
、
元
禄

二
年
六
月
四
日
「
金
森
出
雲
守
列
御
側
御
奉
公
」
に
命
じ
ら
れ
る
（【
表
１
】・【
№

９
】）。
金
森
は
、
柳
沢
出
羽
守
吉
保
と
同
様
に
勤
め
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
て
い
る

の
で
、
相
馬
自
身
も
、
牧
野
成
貞
や
柳
沢
吉
保
と
職
務
上
関
わ
る
こ
と
の
あ
る
人

物
で
あ
っ
た
。『
相
馬
藩
世
紀
』
元
禄
二
年
六
月
五
日
条

!

に
は
、
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
る
。一

、九
日
、
御
役
儀
御
礼
被
仰
上
、
御
太
刀
・
金
馬
代
献
上
之
、

①此
節
之
江
戸
鑑
ニ
左
之
通
記
、

　
　

御
老
中

大
久
保
加
賀
守
拾
万
三
千
石

屋
鋪
西
ノ
御
丸
下

居
城
相
州
小
田
原

阿
部
豊
後
守
九
万
石

屋
敷
西
ノ
御
丸
下

同　

武
州
忍　
　
　
　
　
　
　
　

戸
田
山
城
守
六
万
五
千
石

屋
敷
一
ツ
橋
之
内

同　

下
総
佐
倉
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土
屋
相
模
守
六
万
五
千
石

屋
敷
和
田
倉
御
門
ノ
外

同　

常
陸
土
浦

　
　

②御
側
御
用
人

牧
野
備
後
守
七
万
三
千
石

屋
敷
西
ノ
御
丸
下

同　

常
州
関
宿

柳
沢
出
羽
守
壱
万
石
余

屋
敷
神
田
橋
之
内

同　

武
州
川
越

　
　

御
側
御
奉
公

金
森
出
雲
守
三
万
八
千
石

屋
敷
外
桜
田

同　

飛
騨
高
山　

相
馬
弾
正
少
弼
六
万
石

屋
敷
外
桜
田

奥
州
中
村

　
　
　
　
　

取
次　
　

守
屋
図
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　

門
馬
嘉
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

服
部
伴
左
衛
門

　
　
　

其
節
之
御
取
次
、
組
頭
・
物
頭
江
戸
詰
合
ヲ
記
、

傍
線
部
①
に
よ
れ
ば
、
幕
府
役
人
を
勤
め
る
藩
主
を
も
つ
藩
に
お
い
て
も
『
武

鑑
』
の
一
種
で
あ
る
「
江
戸
鑑
」
の
記
事
を
参
考
に
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
傍
線
部
②
に
は
、「
御
側
御
用
人
」
と
い
う
項
目
が
あ
り
、
柳
沢
吉
保
と
牧

野
成
貞
の
姓
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
相
馬
藩
世
紀
』
元
禄
五
年
正
月
晦

日
条

@

に
は
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

一
、
晦
日
、
曾
谷
長
順
老
、
中
村
発
立
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
道
物
頭
役　

斎
藤
伊
左
衛
門

御
老
中
・
御
側
御
用
人
・
若
年
寄
江
御
礼
、
御
使
札
務
、

白
銀
弐
百
枚　
　
　

外
ニ

昆
布
一
折　
　
　
　

御
茶
二
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
順
老
江
被
進

干
鱈
一
折　
　
　
　

藍
引
鮭
十
尺

「
御
側
御
用
人
」
と
い
う
文
言
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
「
御
老
中
・
御

側
御
用
人
・
若
年
寄
」、
あ
る
い
は
「
御
側
御
用
人
」
と
い
う
表
記
は
『
相
馬
藩

世
紀
』
で
散
見
し
て
お
り
、「
御
側
御
用
人
」
と
い
う
呼
称
が
幕
政
に
関
す
る
藩

主
を
も
つ
藩
側
の
記
録
に
も
定
着
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
の
検
討
結
果
か
ら
次
の
見
解
を
示
し
た
い
。「
御
側
御
用
人
」
と
い
う
呼

称
は
、
幕
府
内
か
ら
出
て
き
た
呼
称
で
は
な
く
、
幕
府
外
か
ら
出
は
じ
め
た
呼
称

で
あ
る
。
幕
府
外
で
は
、
幕
府
よ
り
も
先
に
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の
立
場
を
現
在
、

通
説
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
役
職
と
し
て
截
然
と
分
類
し
て
把
握
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
幕
府
外
で
牧
野
成
貞
が
老
中
で
も
若
年
寄
で
も
な
い
と
認
識
さ
れ
た
結

果
、
こ
れ
ら
の
人
物
を
指
す
便
宜
上
の
呼
称
と
し
て
「
御
側
御
用
人
」
と
い
う
呼

称
が
出
始
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
牧
野
成
貞
や
柳
沢
吉
保
を
、「
御
側
御
用

人
」
と
す
る
認
識
が
、
牧
野
や
柳
沢
の
近
く
で
勤
務
す
る
役
人
の
藩
側
の
記
録
に

も
定
着
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
①
先
行
研
究
の
指
摘
し
た
側
用
人
就
任
者
の
就
任
日
に
該
当
す
る
日
の

「
江
戸
幕
府
日
記
」
に
お
け
る
記
事
を
再
解
釈
し
た
上
で
、
②
「
御
側
御
用
人
」

と
い
う
呼
称
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

「
御
日
記
」
の
就
任
記
事
の
再
解
釈
に
よ
っ
て
、﹇
福
留
氏
の
見
解
①
﹈【
№
１
】

牧
野
成
貞
〜
【
№
11
】
松
平
輝
貞
ま
で
の
人
物
が
牧
野
の
見
習
い
集
団
で
あ
る
こ
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と
、﹇
福
留
氏
の
見
解
②
﹈【
№
14
】
間
部
詮
房
、【
№
15
】
戸
田
忠
利
を
側
用
人

と
し
て
就
任
期
間
を
確
定
し
て
い
る
こ
と
。
上
記
、
①
・
②
の
見
解
は
成
り
立
た

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、「（
特
定
の
個
人
名
）
並
」「（
特
定
の
個
人
名
）
同
役
」「（
特
定
の
個
人

名
）
列
」
な
ど
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
、
戸
田
忠
利
が
格
式
の
変
更
の
み
で
、
呼
称

と
し
て
は
、「
御
側
衆
」
の
ま
ま
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
の
立
場
は
不

安
定
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
務
を
専
職
と
し
て
い
た
と
も
言
い
切
れ
な

い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
い
え
る
の
は
役
職
に
就
任
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の

と
き
ど
き
の
状
況
に
応
じ
て
、
職
務
を
担
当
さ
せ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
方
で
、『
武
鑑
』
の
検
討
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
幕
政
に
直
接
関
与
し

な
い
幕
府
外
で
は
、
そ
の
と
き
ど
き
の
状
況
に
応
じ
て
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
の
で
、
幕
府
役
人
の
立
場
を
何
ら
か
の
呼
称
に
よ
り
截
然
と
分
類
し
、
把
握

し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
老
中
で
も
な
く
若
年
寄
で
も
な
い
人
物
と
周
囲
か
ら
認

識
さ
れ
た
結
果
、
こ
れ
ら
の
人
物
を
便
宜
上
指
す
呼
称
と
し
て
、
幕
府
外
か
ら

「
御
側
御
用
人
」
と
い
う
呼
称
が
出
始
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
御
側
御

用
人
」
と
は
、
あ
く
ま
で
も
幕
府
外
か
ら
幕
閣
を
見
た
際
に
、
何
ら
か
の
理
由
か

ら
ひ
と
く
く
り
と
認
識
さ
れ
る
人
物
を
指
す
呼
称
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
牧
野
成
貞
や
柳
沢
吉
保
の
近
く
で
勤
務
し
た
役
人
が
「
御
側
御
用
人
」
と

い
う
呼
称
を
用
い
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

今
後
の
課
題
と
し
て
は
、「
江
戸
幕
府
日
記
」
に
お
い
て
初
め
て
「
御
側
御
用

人
」
と
し
て
就
任
す
る
大
岡
忠
光
ま
で
の
期
間
に
、
幕
府
外
の
一
部
に
お
い
て
牧

野
成
貞
ら
の
人
物
を
指
す
便
宜
上
の
呼
称
で
あ
っ
た
「
御
側
御
用
人
」
が
い
か
な

る
要
因
に
よ
っ
て
役
職
と
し
て
実
質
化
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
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松
平
太
郎
『
江
戸
時
代
制
度
の
研
究
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武
家
制
度
研
究
会
、
一
九
一
九
年
。

　

2

　

 

間
宮
暁
「
江
戸
幕
府
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用
人
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一
考
察
（
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一
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天
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正
徳
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任
者
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龍
鳳
史
淵
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創
刊
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一
九
八
〇
年
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長
谷
川
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史
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4

　

 

美
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信
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和
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江
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池
学
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出
版
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一
九
九
一
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。
初
出
は
、
一
九
八
三
年
。）

　

5

　

 

ⓐ
福
留
真
紀
「
綱
吉
政
権
前
期
の
側
用
人
」、
ⓑ
同
「
徳
川
家
宣
西
丸
時
代
に
み

る
側
用
人
」（
同
『
徳
川
将
軍
側
近
の
研
究
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）。
ⓒ
同
『
将

軍
側
近　

柳
沢
吉
保
』
新
潮
社
、
二
〇
一
一
年
。
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福
留
氏
の
使
用
し
た
「
江
戸
幕
府
日
記
」
類
と
は
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
江
戸

幕
府
日
記
」、
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
「
御
日
記
」、
姫
路
市
城
郭
研
究
室
所
蔵
「
江

戸
幕
府
日
記
」、
島
原
図
書
館
所
蔵
「
徳
川
幕
府
日
記
」、
明
治
大
学
博
物
館
所
蔵

「
江
戸
幕
府
日
記
」、
豊
橋
市
美
術
博
物
館
寄
託
「
江
戸
幕
府
日
記
抜
書
」、
国
立
公

文
書
館
所
蔵
「
柳
営
日
次
記
」、
同
館
所
蔵
「
天
和
日
記
」、
同
館
所
蔵
「
天
和
日
録
」、

同
館
所
蔵
「
元
禄
日
録
」、
名
古
屋
市
篷
左
文
庫
所
蔵
「
朝
林
」
で
あ
る
（
福
留
氏

前
掲
論
文
、
註5

ⓐ
）。

　

7

　

 

前
掲
福
留
氏
論
文
お
よ
び
、
著
書
。
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萩
原
勝
「
間
部
詮
房
の
側
用
人
就
任
の
年
時
に
つ
い
て
」（『
武
蔵
野
女
子
大
学
紀

要
』
第
十
五
号
、
一
九
八
〇
年
。

　

9
　

 

前
掲
美
和
信
夫
氏
論
文
。

　

0

　
 

拙
稿
「
近
世
前
期
江
戸
幕
府
側
衆
の
再
検
討―

『
江
戸
幕
府
日
記
』
に
お
け
る
就

任
記
事
の
分
析
を
中
心
に―

」（『
早
稲
田
大
学
教
育
学
研
究
科
紀
要
』
別
冊
十
九

号
‐
二
、二
〇
一
二
年
。）

　

!

　

 

岩
崎
敏
夫
・
佐
藤
高
俊
校
訂
、
岡
田
清
一
校
注
『
相
馬
藩
世
紀
』
第
一
、
続
群
書



二
一

江
戸
幕
府
側
用
人
形
成
過
程
の
一
考
察
（
小
林
）

類
従
完
成
会
、
一
九
九
九
年
。
二
六
四
頁
。

　
@

　
 

前
掲
『
相
馬
藩
世
紀
』、
二
七
二
頁
。

№

姓　
　

名

就
任
日

就
任
日
の
記
事

離
職
日

離
職
日
の
記
事

一

牧
野
備
後
守
成
貞

天
和
一
・
一
二
・
一
一

被
任
四
品　

牧
野
備
後
守

元
禄
八
・
一
一
・
二
九

牧
野
備
後
守
願
之
通
隠
居
被　

仰
付
、
跡
式
無
相
違　

式
部
江
被
下
置
之
旨
被　

仰
付
、

二

喜
多
見
若
狭
守
重
政

天
和
二
・
九
・
六

喜
多
見
若
狭
守
事
、
牧
野
備
後
守
相
勤
候
儀
、
見
習

可
申
旨
被　

仰
付
之
、

元
禄
二
・
二
・
二

喜
多
見
若
狭
守
事
、
近
年
御
奉
公
不
精
ニ
付
、
御
取

立
之
処
ニ
不
可
然
由
ニ
而
、
松
平
越
中
守
江
御
預
之

旨
大
久
保
加
賀
守
申
渡
之
、

三

松
平
伊
賀
守
忠
易
①

貞
享
二
・
七
・
二
一

松
平
伊
賀
守
事
、
若
年
寄
被
召
上
御
側
江
相
詰
可
申

趣
被
仰
渡
候
、

元
禄
二
・
三
・
二
二

御
役　

御
免　

松
平
伊
賀
守

四

太
田
摂
津
守
資
直

貞
享
三
・
一
・
一
一

於　

御
座
之
間
、
太
田
摂
津
守
事
、
松
平
伊
賀
守
並

ニ
可
相
勤
旨
被　

仰
付
之
、

貞
享
三
・
六
・
二
九

太
田
摂
津
守
事
、
病
気
ニ
付
、
御
側
御
奉
公
御
赦
免
、

五

牧
野
伊
予
守
忠
広

元
禄
一
・
九
・
一
二

御
近
習
御
奉
公
牧
野
伊
予
守
被　

仰
付
之
、

元
禄
一
・
一
〇
・
一
三

牧
野
伊
予
守
・
宮
崎
善
兵
衛
、
御
役
被　

召
上
、
閉

門
之
由
、

六

柳
沢
出
羽
守
吉
保

元
禄
一
・
一
一
・
一
二

柳
沢
出
羽
守
事
、
新
規
壱
万
石
御
加
増
御
腰
物
青
江

次
吉
代
金
拾
五
枚
、
被
下
之
、
喜
多
見
若
狭
守
列
被　

仰
付
、

宝
永
六
・
六
・
三

欠

七

南
部
遠
江
守
直
政

元
禄
一
・
一
一
・
一
二

南
部
遠
江
守
事
、
御
腰
物
包
利
代
金
五
枚
被
下
之
、

喜
多
見
若
狭
守
列
被　

仰
付
、

元
禄
二
・
一
・
二
六

然
病
気
御
役　

御
免
被　

仰
付
候
、
南
部
遠
江
守
表

向
よ
り
御
礼
可
仕
候
、

八

金
森
出
雲
守
頼
時

元
禄
二
・
五
・
一
一

柳
沢
出
羽
守
同
様
相
勤
候
様　

金
森
出
雲
守

元
禄
三
・
四
・
一
四

欠

九

相
馬
弾
正
少
弼
昌
胤

元
禄
二
・
六
・
四

相
馬
弾
正
少
弼
事
、
金
森
出
雲
守
列
御
側
御
奉
公
被　

仰
付
之
、

元
禄
二
・
八
・
二
一

相
馬
弾
正
少
弼
事
、
常
々
病
者
ニ
付
、
御
側
御
奉
公

被
成　

御
免
之
旨
被　

仰
出
之
、

一
〇

畠
山
民
部
大
輔
基
玄

元
禄
二
・
一
二
・
七

奥
御
詰
衆
金
森
出
雲
守
並
畠
山
民
部
大
輔
被　

仰
付

之
、

元
禄
四
・
二
・
三

御
役
替
被　

仰
付
之
、
御
奏
者
番　

畠
山
民
部
大
輔

一
一

松
平
右
京
亮
輝
貞
①

元
禄
七
・
八
・
二
七

松
平
右
京
亮
事
、
壱
万
石
御
加
増
被
下
之
、
柳
沢
出

羽
守
列
ニ
被
仰
付
之
、

宝
永
六
・
一
・
一
七

松
平
右
京
大
輔
・
松
平
伊
賀
守
雁
之
間
詰
被　

仰
付

之
、

【
表
1
】



二
二

江
戸
幕
府
側
用
人
形
成
過
程
の
一
考
察
（
小
林
）

一
二

松
平
紀
伊
守
忠
位

元
禄
九
・
一
〇
・
一

金
森
出
雲
守
如
時
御
近
習
ニ
可
被　

召
仕
旨
、
松
平

紀
伊
守
、

元
禄
一
〇
・
四
・
一
九

京
都
所
司
代　

侍
従
被　

仰
付
小
笠
原
佐
渡
守
跡　

松
平
紀
伊
守

一
三

間
部
越
前
守
詮
房

宝
永
三
・
一
・
九

於　

御
前
西
丸
御
側
衆
間
部
越
前
守
江
御
加
増
ニ
而

都
合
壱
万
石
ニ
被
成
下
、
若
年
寄
次
に
被
仰
付
、
／

四
品　

間
部
越
前
守
／
壱
万
石
御
加
増
侍
従
被　

仰

付　

間
部
越
前
守

享
保
一
・
五
・
一
六

雁
之
間
詰　

間
部
越
前
守

一
四

戸
田
大
炊
頭
忠
利

宝
永
一
・
一
二
・
五
／

宝
永
二
・
八
・
一

宝
永
一
・
一
二
・
一
五
は
側
衆
就
任
の
記
事
あ
り
／
御

側
衆
列　

御
免
、
向
後
御
門
之
下
座
可
仕
旨
也
、

宝
永
三
・
一
〇
・
一
五

表
御
詰　
　

西
丸
御
側
衆　

戸
田
大
炊
頭

一
五

松
平
伊
賀
守
忠
易
②

宝
永
二
・
九
・
二
一

松
平
右
京
大
輔
同
役
被　

仰
付
、　

松
平
伊
賀
守

宝
永
六
・
一
・
一
七

松
平
右
京
大
輔
・
松
平
伊
賀
守
雁
之
間
詰
被　

仰
付

之
、

一
六

本
多
中
務
大
輔
忠
良

宝
永
七
・
九
・
二
一
／

宝
永
七
・
一
二
・
一
五

御
側
御
奉
公　

本
多
中
務
大
輔
／
本
多
中
務
大
輔　

叙
従
四
位
下
間
部
越
前
守
格
御
用
見
習
可
相
勤
之
旨

被　

仰
付
之
、

享
保
一
・
五
・
一
六

雁
之
間
詰　

間
部
越
前
守　

御
譜
代
之
席　

本
多
中

務
大
輔

一
七

松
平
右
京
大
輔
輝
貞

②

享
保
二
・
九
・
二
五

松
平
右
京
大
輔
事
、
御
門
之
惣
下
座
之
旨
被
仰
渡

之
、

享
保
一
五
・
七
・
一
一

加
判
之
列
並　

松
平
右
京
大
輔

一
八

石
川
近
江
守
総
茂

享
保
一
〇
・
一
一
・
二
八

大
納
言
様
御
側
御
用
可
相
達
旨　

石
川
近
江
守　

右

四
品
被　

仰
付
之
、

享
保
一
八
・
九
・
一
六

石
川
近
江
守
今
朝
死
去
、

※ 【
№
1
】
牧
野
備
後
守
成
貞
〜
【
№
11
】
松
平
右
京
亮
輝
貞
：
福
留
真
紀
「
綱
吉
政
権
前
期
の
側
用
人
」（
同
『
徳
川
将
軍
側
近
の
研
究
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）。
同
『
将
軍
側
近　

柳

沢
吉
保
』
新
潮
社
、
二
〇
一
一
年
）
の
見
解
。【
№
13
】
間
部
越
前
守
詮
房
、【
№
14
】
戸
田
大
炊
頭
忠
利
：
福
留
真
紀
「
徳
川
家
宣
西
丸
時
代
に
み
る
側
用
人
」（
同
『
徳
川
将
軍
側
近
の
研
究
』

校
倉
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）
に
よ
る
見
解
。
間
部
に
関
し
て
は
、
萩
原
勝
氏
、
美
和
信
夫
氏
の
見
解
も
掲
載
し
た
。
※
上
記
以
外
は
、
長
谷
川
裕
子
氏
作
成
の
国
史
大
辞
典
の
一
覧
表
の
見
解
。



二
三

江
戸
幕
府
側
用
人
形
成
過
程
の
一
考
察
（
小
林
）

№

武　
　

鑑

姓　
　

名

延
宝
八
年
刊

紋
尽
・
道
具
尽

延
宝
八
年
刊

懐
中
正
極
江
戸
鑑

延
宝
八
年
刊

江
戸
鑑

延
宝
九
年
刊

大
譜
江
戸
鑑

天
和
元
年
刊

太
平
江
戸
鑑

一

牧
野
備
後
守
成
貞

御
奏
者
衆

な
し

な
し

御
老
中
並

御
側
衆

二

喜
多
見
若
狭
守
重
政

　

　

　

　

　

三

松
平
伊
賀
守
忠
易
①

　

　

　

　

　

四

太
田
摂
津
守
資
直

　

　

　

　

　

五

牧
野
伊
予
守
忠
広

　

　

　

　

　

六

柳
沢
出
羽
守
吉
保

　

　

　

　

　

七

南
部
遠
江
守
直
政

　

　

　

　

　

八

金
森
出
雲
守
頼
時

　

　

　

　

　

九

相
馬
弾
正
少
弼
昌
胤

　

　

　

　

　

一
〇

畠
山
民
部
大
輔
基
玄

　

　

　

　

　

一
一

松
平
右
京
亮
（
右
京
大
輔
）
輝
貞
①

　

　

　

　

　

一
二

松
平
紀
伊
守
忠
位

　

　

　

　

　

一
三

間
部
越
前
守
詮
房

　

　

　

　

　

一
四

戸
田
大
炊
頭
忠
利

　

　

　

　

　

一
五

松
平
伊
賀
守
忠
易
②

　

　

　

　

　

一
六

本
多
中
務
大
輔
忠
良

　

　

　

　

　

一
七

松
平
右
京
大
輔
輝
貞
②

　

　

　

　

　

一
八

石
川
近
江
守
総
茂

　

　

　

　

　

【
表
2
】



二
四

江
戸
幕
府
側
用
人
形
成
過
程
の
一
考
察
（
小
林
）

№

武　
　

鑑

姓　
　

名

天
和
二
年

太
平
江
戸
鑑

天
和
二
年

江
戸
鑑

天
和
三
年

癸
亥
江
戸
鑑

貞
享
元
年

太
平
江
戸
鑑

貞
享
元
年

顕
正
景
江
戸
鑑

一

牧
野
備
後
守
成
貞

御
側
衆

御
側
衆

御
側
衆

御
側
衆

御
用
人
衆

二

喜
多
見
若
狭
守
重
政

な
し

御
奥
小
姓
衆

な
し

御
側
衆

御
用
人
衆

三

松
平
伊
賀
守
忠
易
①

　

　

　

　

　

四

太
田
摂
津
守
資
直

　

　

　

　

　

五

牧
野
伊
予
守
忠
広

　

　

　

　

　

六

柳
沢
出
羽
守
吉
保

　

　

　

　

　

七

南
部
遠
江
守
直
政

　

　

　

　

　

八

金
森
出
雲
守
頼
時

　

　

　

　

　

九

相
馬
弾
正
少
弼
昌
胤

　

　

　

　

　

一
〇

畠
山
民
部
大
輔
基
玄

　

　

　

　

　

一
一

松
平
右
京
亮
（
右
京
大
輔
）
輝
貞
①

　

　

　

　

　

一
二

松
平
紀
伊
守
忠
位

　

　

　

　

　

一
三

間
部
越
前
守
詮
房

　

　

　

　

　

一
四

戸
田
大
炊
頭
忠
利

　

　

　

　

　

一
五

松
平
伊
賀
守
忠
易
②

　

　

　

　

　

一
六

本
多
中
務
大
輔
忠
良

　

　

　

　

　

一
七

松
平
右
京
大
輔
輝
貞
②

　

　

　

　

　

一
八

石
川
近
江
守
総
茂

　

　

　

　

　



二
五

江
戸
幕
府
側
用
人
形
成
過
程
の
一
考
察
（
小
林
）

№

武　
　

鑑

姓　
　

名

貞
享
二
年

本
朝
武
鑑

貞
享
三
年

新
改
江
戸
鑑
大
全

貞
享
三
年

御
懐
中
御
江
戸
大
鑑

貞
享
四
年

丁
卯
江
戸
鑑

貞
享
四
年

本
朝
武
鑑

一

牧
野
備
後
守
成
貞

御
側
衆

御
用
人
衆

御
用
人
衆

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

二

喜
多
見
若
狭
守
重
政

御
側
衆

な
し

御
用
人
衆

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

三

松
平
伊
賀
守
忠
易
①

な
し

御
用
人
衆

御
用
人
衆

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

四

太
田
摂
津
守
資
直

　

　

御
用
人
衆

　

　

五

牧
野
伊
予
守
忠
広

　

　

　

他
に

他
に

六

柳
沢
出
羽
守
吉
保

　

　

　

大
久
保
佐
渡
守

大
久
保
佐
渡
守

七

南
部
遠
江
守
直
政

　

　

　

　

　

八

金
森
出
雲
守
頼
時

　

　

　

　

　

九

相
馬
弾
正
少
弼
昌
胤

　

　

　

　

　

一
〇

畠
山
民
部
大
輔
基
玄

　

　

　

　

　

一
一

松
平
右
京
亮
（
右
京
大
輔
）
輝
貞
①

　

　

　

　

　

一
二

松
平
紀
伊
守
忠
位

　

　

　

　

　

一
三

間
部
越
前
守
詮
房

　

　

　

　

　

一
四

戸
田
大
炊
頭
忠
利

　

　

　

　

　

一
五

松
平
伊
賀
守
忠
易
②

　

　

　

　

　

一
六

本
多
中
務
大
輔
忠
良

　

　

　

　

　

一
七

松
平
右
京
大
輔
輝
貞
②

　

　

　

　

　

一
八

石
川
近
江
守
総
茂

　

　

　

　

　



二
六

江
戸
幕
府
側
用
人
形
成
過
程
の
一
考
察
（
小
林
）

№

武　
　

鑑

姓　
　

名

貞
享
五
年

太
平
武
鑑
大
全

元
禄
元
年

東
武
江
戸
鑑

元
禄
二
年

太
平
武
鑑

元
禄
二
年

己
巳
武
鑑

元
禄
三
年

本
朝
武
系
武
鑑

一

牧
野
備
後
守
成
貞

御
側
御
用
人

　

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

二

喜
多
見
若
狭
守
重
政

御
側
御
用
人

　

御
側
御
用
人

　

　

三

松
平
伊
賀
守
忠
易
①

御
側
御
用
人

　

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

　

四

太
田
摂
津
守
資
直

　

　

　

　

　

五

牧
野
伊
予
守
忠
広

他
に

　

　

　

　

六

柳
沢
出
羽
守
吉
保

大
久
保
佐
渡
守

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

七

南
部
遠
江
守
直
政

　

　

御
側
御
用
人

　

　

八

金
森
出
雲
守
頼
時

　

　

　

　

　

九

相
馬
弾
正
少
弼
昌
胤

　

　

　

　

　

一
〇

畠
山
民
部
大
輔
基
玄

　

　

　

　

御
側
御
用
人

一
一

松
平
右
京
亮
（
右
京
大
輔
）
輝
貞
①

　

御
側
御
用
人

　

　

　

一
二

松
平
紀
伊
守
忠
位

　

　

　

　

　

一
三

間
部
越
前
守
詮
房

　

　

　

　

　

一
四

戸
田
大
炊
頭
忠
利

　

　

　

　

　

一
五

松
平
伊
賀
守
忠
易
②

　

　

　

　

　

一
六

本
多
中
務
大
輔
忠
良

　

　

　

　

　

一
七

松
平
右
京
大
輔
輝
貞
②

　

　

　

　

　

一
八

石
川
近
江
守
総
茂

　

　

　

　

　



二
七

江
戸
幕
府
側
用
人
形
成
過
程
の
一
考
察
（
小
林
）

№

武　
　

鑑

姓　
　

名

元
禄
四
年
刊

本
朝
武
系
武
鑑

元
禄
四
年
刊

太
平
武
鑑

元
禄
五
年
、

太
平
武
鑑
大
全

元
禄
五
年
、

本
朝
武
系
当
鑑

元
禄
六
年

太
平
武
鑑

一

牧
野
備
後
守
成
貞

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

二

喜
多
見
若
狭
守
重
政

　

　

　

　

　

三

松
平
伊
賀
守
忠
易
①

　

　

　

　

　

四

太
田
摂
津
守
資
直

　

　

　

　

　

五

牧
野
伊
予
守
忠
広

　

　

　

　

　

六

柳
沢
出
羽
守
吉
保

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

七

南
部
遠
江
守
直
政

　

　

　

　

　

八

金
森
出
雲
守
頼
時

　

　

　

　

　

九

相
馬
弾
正
少
弼
昌
胤

　

　

　

　

　

一
〇

畠
山
民
部
大
輔
基
玄

　

　

御
側
御
用
人

　

　

一
一

松
平
右
京
亮
（
右
京
大
輔
）
輝
貞
①

　

　

御
側
御
用
人

　

御
側
御
用
人

一
二

松
平
紀
伊
守
忠
位

　

　

　

　

　

一
三

間
部
越
前
守
詮
房

　

　

　

　

　

一
四

戸
田
大
炊
頭
忠
利

　

　

　

　

　

一
五

松
平
伊
賀
守
忠
易
②

　

　

　

　

　

一
六

本
多
中
務
大
輔
忠
良

　

　

　

　

　

一
七

松
平
右
京
大
輔
輝
貞
②

　

　

　

　

　

一
八

石
川
近
江
守
総
茂

　

　

　

　

　



二
八

江
戸
幕
府
側
用
人
形
成
過
程
の
一
考
察
（
小
林
）

№

武　
　

鑑

姓　
　

名

元
禄
七
年

太
平
武
鑑

元
禄
七
年
、

本
朝
武
林
武
鑑

元
禄
八
年

太
平
江
戸
鑑

元
禄
八
年
、
本
朝
武
林

武
鑑

元
禄
九
年
、

本
朝
武
林
武
鑑

一

牧
野
備
後
守
成
貞

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

　

二

喜
多
見
若
狭
守
重
政

　

　

　

　

　

三

松
平
伊
賀
守
忠
易
①

　

　

　

　

　

四

太
田
摂
津
守
資
直

　

　

　

　

　

五

牧
野
伊
予
守
忠
広

　

　

　

　

　

六

柳
沢
出
羽
守
吉
保

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

七

南
部
遠
江
守
直
政

　

　

　

　

　

八

金
森
出
雲
守
頼
時

　

　

　

　

　

九

相
馬
弾
正
少
弼
昌
胤

　

　

　

　

　

一
〇

畠
山
民
部
大
輔
基
玄

　

　

　

　

　

一
一

松
平
右
京
亮
（
右
京
大
輔
）
輝
貞
①

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

一
二

松
平
紀
伊
守
忠
位

　

　

　

　

御
側
御
用
人

一
三

間
部
越
前
守
詮
房

　

　

　

　

　

一
四

戸
田
大
炊
頭
忠
利

　

　

　

　

　

一
五

松
平
伊
賀
守
忠
易
②

　

　

　

　

　

一
六

本
多
中
務
大
輔
忠
良

　

　

　

　

　

一
七

松
平
右
京
大
輔
輝
貞
②

　

　

　

　

　

一
八

石
川
近
江
守
総
茂

　

　

　

　

　



二
九

江
戸
幕
府
側
用
人
形
成
過
程
の
一
考
察
（
小
林
）

№

武　
　

鑑

姓　
　

名

元
禄
九
年

太
平
武
鑑

元
禄
十
年
、
本
朝
武
林

系
禄
武
図
鑑

元
禄
十
一
年

　

東
武
綱
鑑

元
禄
十
一
年
、
本
朝
武

林
系
禄
武
図
鑑

元
禄
十
二
年
、
本
朝
武

林
系
禄
武
図
鑑

一

牧
野
備
後
守
成
貞

　

　

　

　

　

二

喜
多
見
若
狭
守
重
政

　

　

　

　

　

三

松
平
伊
賀
守
忠
易
①

　

　

　

　

　

四

太
田
摂
津
守
資
直

　

　

　

　

　

五

牧
野
伊
予
守
忠
広

　

　

　

　

　

六

柳
沢
出
羽
守
吉
保

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

七

南
部
遠
江
守
直
政

　

　

　

　

　

八

金
森
出
雲
守
頼
時

　

　

　

　

　

九

相
馬
弾
正
少
弼
昌
胤

　

　

　

　

　

一
〇

畠
山
民
部
大
輔
基
玄

　

　

　

　

　

一
一

松
平
右
京
亮
（
右
京
大
輔
）
輝
貞
①

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

一
二

松
平
紀
伊
守
忠
位

　

　

　

　

　

一
三

間
部
越
前
守
詮
房

　

　

　

　

　

一
四

戸
田
大
炊
頭
忠
利

　

　

　

　

　

一
五

松
平
伊
賀
守
忠
易
②

　

　

　

　

　

一
六

本
多
中
務
大
輔
忠
良

　

　

　

　

　

一
七

松
平
右
京
大
輔
輝
貞
②

　

　

　

　

　

一
八

石
川
近
江
守
総
茂

　

　

　

　

　



三
〇

江
戸
幕
府
側
用
人
形
成
過
程
の
一
考
察
（
小
林
）

№

武　
　

鑑

姓　
　

名

元
禄
十
二
年

東
武
綱
鑑

元
禄
十
三
年
、
本
朝
武

林
系
禄
武
図
鑑

元
禄
十
四
年
、
本
朝
武

林
系
禄
武
図
鑑

元
禄
十
五
年
、

正
統
武
鑑

元
禄
十
五
年

本
朝
武
林
系
禄
武
図
鑑

一

牧
野
備
後
守
成
貞

　

　

　

　

　

二

喜
多
見
若
狭
守
重
政

　

　

　

　

　

三

松
平
伊
賀
守
忠
易
①

　

　

　

　

　

四

太
田
摂
津
守
資
直

　

　

　

　

　

五

牧
野
伊
予
守
忠
広

　

　

　

　

　

六

柳
沢
出
羽
守
吉
保

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

（
御
大
老
）

（
御
大
老
）

御
大
老

七

南
部
遠
江
守
直
政

　

　

　

　

　

八

金
森
出
雲
守
頼
時

　

　

　

　

　

九

相
馬
弾
正
少
弼
昌
胤

　

　

　

　

　

一
〇

畠
山
民
部
大
輔
基
玄

　

　

　

　

　

一
一

松
平
右
京
亮
（
右
京
大
輔
）
輝
貞
①

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

（
御
側
御
用
人
）

（
御
側
御
用
人
）

（
御
側
御
用
人
）

一
二

松
平
紀
伊
守
忠
位

　

　

　

　

　

一
三

間
部
越
前
守
詮
房

　

　

　

　

　

一
四

戸
田
大
炊
頭
忠
利

　

　

　

　

　

一
五

松
平
伊
賀
守
忠
易
②

　

　

　

　

　

一
六

本
多
中
務
大
輔
忠
良

　

　

　

　

　

一
七

松
平
右
京
大
輔
輝
貞
②

　

　

　

　

　

一
八

石
川
近
江
守
総
茂

　

　

　

　

　



三
一

江
戸
幕
府
側
用
人
形
成
過
程
の
一
考
察
（
小
林
）

№

武　
　

鑑

姓　
　

名

元
禄
十
六
年

武
宝
徴
鑑

元
禄
十
六
年　
　

元
禄

武
鑑
大
全

宝
永
元
年
、

宝
永
武
鑑
大
全

宝
永
二
年
刊　
　

宝
永

武
鑑
大
成

宝
永
二
年

宝
永
武
鑑

一

牧
野
備
後
守
成
貞

　

　

　

　

　

二

喜
多
見
若
狭
守
重
政

　

　

　

　

　

三

松
平
伊
賀
守
忠
易
①

　

　

　

　

　

四

太
田
摂
津
守
資
直

　

　

　

　

　

五

牧
野
伊
予
守
忠
広

　

　

　

　

　

六

柳
沢
出
羽
守
吉
保

（
御
大
老
）

（
御
大
老
）

（
御
大
老
）

（
御
大
老
）

（
御
大
老
）

七

南
部
遠
江
守
直
政

　

　

　

　

　

八

金
森
出
雲
守
頼
時

　

　

　

　

　

九

相
馬
弾
正
少
弼
昌
胤

　

　

　

　

　

一
〇

畠
山
民
部
大
輔
基
玄

　

　

　

　

　

一
一

松
平
右
京
亮
（
右
京
大
輔
）
輝
貞
①

（
御
側
御
用
人
）

　

　

　

　

一
二

松
平
紀
伊
守
忠
位

　

　

　

　

　

一
三

間
部
越
前
守
詮
房

　

　

　

　

　

一
四

戸
田
大
炊
頭
忠
利

　

　

　

　

　

一
五

松
平
伊
賀
守
忠
易
②

　

　

　

　

　

一
六

本
多
中
務
大
輔
忠
良

　

　

　

　

　

一
七

松
平
右
京
大
輔
輝
貞
②

　

（
御
側
御
用
人
）

（
御
側
御
用
人
）

（
御
側
御
用
人
）

（
御
側
御
用
人
）

一
八

石
川
近
江
守
総
茂

　

　

　

　

　



三
二

江
戸
幕
府
側
用
人
形
成
過
程
の
一
考
察
（
小
林
）

№

武　
　

鑑

姓　
　

名

宝
永
三
年

宝
永
武
鑑

宝
永
四
年

宝
永
武
鑑

宝
永
五
年

正
風
武
鑑

宝
永
五
年

一
統
武
鑑

正
徳
元
年

一
統
武
鑑

一

牧
野
備
後
守
成
貞

　

　

　

　

　

二

喜
多
見
若
狭
守
重
政

　

　

　

　

　

三

松
平
伊
賀
守
忠
易
①

　

　

　

　

　

四

太
田
摂
津
守
資
直

　

　

　

　

　

五

牧
野
伊
予
守
忠
広

　

　

　

　

　

六

柳
沢
出
羽
守
吉
保

（
御
大
老
）

（
御
大
老
）

（
御
大
老
）

（
御
大
老
）

　

七

南
部
遠
江
守
直
政

　

　

　

　

　

八

金
森
出
雲
守
頼
時

　

　

　

　

　

九

相
馬
弾
正
少
弼
昌
胤

　

　

　

　

　

一
〇

畠
山
民
部
大
輔
基
玄

　

　

　

　

　

一
一

松
平
右
京
亮
（
右
京
大
輔
）
輝
貞
①

　

　

　

　

　

一
二

松
平
紀
伊
守
忠
位

　

　

　

　

　

一
三

間
部
越
前
守
詮
房

　

　

　

　

御
側
御
用
人

一
四

戸
田
大
炊
頭
忠
利

　

　

　

　

　

一
五

松
平
伊
賀
守
忠
易
②

御
側
御
用
人

（
御
大
老
）

（
御
側
御
用
人
）

御
側
御
用
人

　

一
六

本
多
中
務
大
輔
忠
良

　

　

　

　

御
側
御
用
人

一
七

松
平
右
京
大
輔
輝
貞
②

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

（
御
側
御
用
人
）

御
側
御
用
人

　

一
八

石
川
近
江
守
総
茂

　

　

　

　

　



三
三

江
戸
幕
府
側
用
人
形
成
過
程
の
一
考
察
（
小
林
）

№

武　
　

鑑

姓　
　

名

正
徳
二
年
賞
延
武
鑑

正
徳
二
年
、
統
武
鑑

正
徳
三
年
賞
延
武
鑑

正
徳
四
年
、
徳
武
鑑

正
徳
四
年
、
延
武
鑑

一

牧
野
備
後
守
成
貞

　

　

　

　

　

二

喜
多
見
若
狭
守
重
政

　

　

　

　

　

三

松
平
伊
賀
守
忠
易
①

　

　

　

　

　

四

太
田
摂
津
守
資
直

　

　

　

　

　

五

牧
野
伊
予
守
忠
広

　

　

　

　

　

六

柳
沢
出
羽
守
吉
保

　

　

　

　

　

七

南
部
遠
江
守
直
政

　

　

　

　

　

八

金
森
出
雲
守
頼
時

　

　

　

　

　

九

相
馬
弾
正
少
弼
昌
胤

　

　

　

　

　

一
〇

畠
山
民
部
大
輔
基
玄

　

　

　

　

　

一
一

松
平
右
京
亮
（
右
京
大
輔
）
輝
貞
①

　

　

　

　

　

一
二

松
平
紀
伊
守
忠
位

　

　

　

　

　

一
三

間
部
越
前
守
詮
房

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

一
四

戸
田
大
炊
頭
忠
利

　

　

　

　

　

一
五

松
平
伊
賀
守
忠
易
②

　

　

　

　

　

一
六

本
多
中
務
大
輔
忠
良

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

一
七

松
平
右
京
大
輔
輝
貞
②

　

　

　

　

　

一
八

石
川
近
江
守
総
茂

　

　

　

　

　



三
四

江
戸
幕
府
側
用
人
形
成
過
程
の
一
考
察
（
小
林
）

№

武　
　

鑑

姓　
　

名

正
徳
五
年
、
明
武
鑑

正
徳
六
年
、
徳
武
鑑

正
徳
六
年
文
明
武
鑑

一

牧
野
備
後
守
成
貞

　

　

　

二

喜
多
見
若
狭
守
重
政

　

　

　

三

松
平
伊
賀
守
忠
易
①

　

　

　

四

太
田
摂
津
守
資
直

　

　

　

五

牧
野
伊
予
守
忠
広

　

　

　

六

柳
沢
出
羽
守
吉
保

　

　

　

七

南
部
遠
江
守
直
政

　

　

　

八

金
森
出
雲
守
頼
時

　

　

　

九

相
馬
弾
正
少
弼
昌
胤

　

　

　

一
〇

畠
山
民
部
大
輔
基
玄

　

　

　

一
一

松
平
右
京
亮
（
右
京
大
輔
）
輝
貞
①

　

　

　

一
二

松
平
紀
伊
守
忠
位

　

　

　

一
三

間
部
越
前
守
詮
房

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

一
四

戸
田
大
炊
頭
忠
利

　

　

　

一
五

松
平
伊
賀
守
忠
易
②

　

　

　

一
六

本
多
中
務
大
輔
忠
良

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

一
七

松
平
右
京
大
輔
輝
貞
②

　

　

　

一
八

石
川
近
江
守
総
茂

　

　

　

※
姓
名
は
、【
表
１
】
の
出
典
と
同
様
。
※
『
武
鑑
』
の
情
報
は
、
深
井
雅
海
・
藤
実
久
美
子
編
『
江
戸
幕
府
役
職
武
鑑
編
年
集
成
』 

第
3
巻
〜
第
７
巻
に
よ
り
作
成
。 


